
２０１６年 管理者の非違行為はこれだ！ 

裁判で「管理者はミスをしない」と証言！しかし、こんなにあった管理者の非違行為！ 

［シリーズ第３弾！］ 

＊川勝助役編（非違行為７件） 

【事象№１】 
１月３０日、作業日誌のコピーを失念した。 

【事象№２】 
２月３日、班長に臨時総点呼の周知を失念した。 

【事象№３】 
３月２２日、労災ＫＹシートから運転ＫＹシートへの変更を失念した。 

【事象№４】 
８月４日、出勤点呼時、Ｓ１１編成をＳ１０編成と言い間違えた。 

【事象№５】 
１０月２１日、作業日誌を当直に提出しなかった。 

【事象№６】 
１１月１９日、パン点検の作業指示書１０枚に当直印を失念した。 

【事象№７】 

１１月１９日、日勤退出点呼に無遅刻継続日数の更新を失念した。 

 
管理者は、社員の喚呼の言い間違えや些細なミスや勘違い等は「非違

行為」として５Ｗ１Ｈでパソコンに入力し、助役会議でも報告している

と法廷で証言しています。 

では、管理者が自ら犯した「非違行為」は、もちろん報告しているの

でしょうね？ 

管理者の皆さん！社員は貴方の非違行為をいつも見ています！ 

 

ＪＲ東海労大阪仕業検査車両所分会 
No.１７０ ２０１７．１．２９ 
発行責任者   松本 幸一 
編集責任者   教 宣 部 


